
（１）県理事 通算６年以上

（２）地区理事 通算１０年以上

（３）市町村社会教育委員 通算１５年以上

（４）その他特別な事情の場合は、理事会の議決を得て決定する

・ローテーション表 （　）内は、自治体数

北地区

北埼玉地区(3) 埼葛地区(11) 入間地区(13) 比企地区(9) 大里地区(3)

平成27年度 1 1

平成28年度 1 1

平成29年度 1 1

平成30年度 1 1

令和元年度 1 1

令和2年度 1 1

令和3年度 1 1

令和4年度 1 1

令和5年度 1 1

令和6年度 1 1

令和7年度 1 1

※このローテーションは、平成26年9月26日の理事会で決定し、平成27年度より適用する。

≪推薦内規≫

≪確認事項≫

（１）県理事の中で該当者がいる場合は、最優先とする

全国社会教育委員連合被表彰者推薦ローテーション内規

東地区 西地区

≪推薦地区ローテーション≫

（２）埼玉県郡市社教連の表彰を受けており、推薦内規（１）～（３）のいずれかに該当する方

　ローテーションは、北埼玉・埼葛 → 入間・比企 → 大里・北埼玉 → 埼葛・入間 → 比企・大里 の順と
し、5年で１巡する。ただし、地区に該当者がいない場合は、次の地区から推薦するものとする。
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